
for students. This result implies that cognitive activities at an appropriate level is meaningful for 
students. These results indicate that the lessons that involve cognitive activity in CDF help the 
students learn the content. Therefore, soft-CLIL lessons are an effective way of approach to language 
learning in the Japanese context.  

Moreover, the use of the framework assists teachers in planning effective lessons easily. Using 
the framework enables teachers to plan consistent lessons for the final goal of the unit. With four 
processes and CDF, teachers are able to plan language lessons that involve cognitive activities in the 
proper context. Therefore, students are able to have prospects for the whole lesson and engage in 
learning more positively. However, this example of the framework use did not involve creative output 
such as presentation, making a speech, and so on. In a higher context of soft-CLIL, more creative 
learning outcomes are expected. Thus, more verification of the usefulness of the framework is 
necessary for improving the present framework.  

 
6. Conclusion 

The present study aims to connect CDF with the demands of the course of study. The framework 
involves two dimensions, and one dimension adopts CDF to provide the verb useful for planning 
cognitive activity. The other dimension shows the flow of the lessons. The use of this framework 
enables teachers to organize meaningful lessons that involve a more consistent approach for students 
learning through the units. The framework meets the three cognitive demands of the course of the 
study. Moreover, the use of this framework allows students to engage in deeper learning of the content 
to students. Through four processes, students learn the content and think about the problem more 
deeply. As the analysis shows, the lesson based on the framework seemed to affect students' final 
ideas. This result shows that the students seemed to engage in the lessons and to think deeper than 
just reading and understanding the textbook. However, more practices are needed to verify the 
usefulness of the framework. 
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小学校低学年における英語教育の取り組み 

―「教育課程特例校一覧」と自治体による独自教材作成事例の分析― 

 

                    佐藤 克洋 
             教科領域コース 

 

１．はじめに 

小学校における英語教育は、平成 10 年告示の学習指導要領以降、学習指導要領上における位置づ

けが変化してきている。具体的には、平成 10 年告示により総合的な学習の時間で実施することがで

きることが明記され、平成 20 年告示により高学年に外国語活動が導入され、平成 29 年告示により

外国語活動が中学年で実施されるようになり高学年では教科としての外国語科が導入された。平成

20 年 1 月の中央教育審議会答申では、この経緯の一つとして、各学校における英語教育の取り組み

には相当ばらつきがあることから、国として共通に指導する内容を示すことの必要性を示していた。

その一方で、学習指導要領上の位置づけがない低学年の英語教育については、実施の有無や実施し

ている場合の時間数や指導内容をはじめ、地域や学校による違いが大きくなっていると考えられる。 

低学年を対象に英語教育に取り組む方法の一つとして、教育課程特例校制度がある。これは、学

習指導要領とは異なる教育課程を編成する方法の一つであり、学校や地域の実態に応じたより効果

的な教育を実施するために特別の教育課程を編成する制度である。また、一部の自治体では、低学

年の英語教育を実施するために独自に教材を作成している。そこで、本研究では、文部科学省が公

開している「教育課程特例校一覧」の分析と自治体による独自教材作成事例の分析を行う。 

 

２．先行研究および研究課題 

 教育課程特例校制度の前身である構造改革特別区域研究開発学校設置事業について分析した主な

先行研究としては、青木(2011)が挙げられ、当該制度で認定されている学校は大部分が英語教育に

関する認定であることから、当該制度の「規格化」を指摘した。それを受けて酒井(2023)は、当該事

業の活用の多くは青木(2011)の指摘通り小学校外国語教育であったことを指摘した一方で、開始学

年や教科等の名称、時間数、割愛された教科等の点で、自治体による多様性を指摘した。 

自治体が独自に作成した教材についての先行研究では、丹藤(2020)が、英語科の地域教材の特徴

として英語を学習するために地域に関するものを題材として取り上げていることを挙げている。自

治体作成の独自教材について詳細に取り上げた研究としては、当時、東京都港区で使用していた教

材『ENGLISH for the World』について扱った伊藤・股野・長谷川(2007)がある。本研究においては、

丹藤(2020)が指摘している地域に関するものを題材にしているかどうかに重点を置くのではなく、

伊藤・股野・長谷川(2007)と同様に年間を通した英語教育のカリキュラムが想起される教材を扱う。 

 本研究では、小学校低学年における英語教育の現状を明らかにするために、具体的な教材分析に

先立ち、教育課程特例校制度における英語教育の現状はどのようなものであるのか(RQ1)について

分析する。また、自治体が独自に作成している英語教材を取り上げ、具体的な内容やカリキュラム

はどのようなものになっているのか(RQ2)についても分析を行う。 
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３．研究方法 

 RQ1 については、文部科学省ホームページで公開されている執筆時点で最新の「教育課程特例校

一覧（令和 5 年 4 月時点）」の Excel ファイルをダウンロードし、記載内容の集計等の計量的な分析

を行う。この一覧には、215 の指定管理機関の 1,801 校の教育課程特例校が掲載されている。そこか

ら、学校種を「小」「小中」「義務」に、設置を「公立」に限定すると、136 自治体の 1,439 校の教育

課程特例校となった。その 136 自治体のうち、小学校における英語教育に関連する教科等を新設し

実施していると思われる 111 自治体の教育委員会について分析を行った。また、一部の自治体では

英語教育に関する新設教科等に加えて別の新設教科等も教育課程特例校として実施している例もあ

る。そのため、英語教育とは別の新設教科等の影響により、英語教育に関する新設教科等のみの情

報になっていない部分がある可能性があることに注意が必要である。 

 RQ2 では、低学年向けの教材を作成している事例についての分析を行う。特に低学年向けの教材

を作成している事例に着目する理由は、中学年の外国語活動には文部科学省作成教材『Let’s Try!』、

高学年の外国語科には検定教科書という標準的なカリキュラムのベースがあるが、低学年にはその

ようなものがないためである。一部の事例では、低学年向けだけではなく、中学年や高学年向けの

教材も作成していた。具体的な調査方法は事例により異なるが、自治体等のホームページ閲覧、自

治体への問い合わせ、担当者訪問、教材閲覧や購入などを通して得られた情報が分析の対象となる。 

 

４．「教育課程特例校一覧」の分析結果 

 まず、新設教科等の名称について集計を行った。「教育課程特例校一覧」に新設教科等の名称の記

載がなかった自治体については、各自治体のホームページ等で確認し、111 自治体の全ての名称を

対象に分析を行った。また、同一自治体において、学年によって違う名称が使われていたり、学校

によって違う名称が使われていたりする場合などは複数名称を全て計上する方法を採った。結果は、

学習指導要領で設定されている「外国語活動」「外国語科」や平成 13 年発行の『小学校英語活動実

践の手引』で用いられている「英語活動」を上回り、「英語科」という名称を使用している自治体が

最も多かった。その他、「国際」「英会話」「コミュニケーション」などの言葉を含む名称が見られた。 

 上記のような新設教科等を実施するために、既存の教科等の削減を行わず、新設教科等の時数を

単に上乗せしている自治体もあるが、多くは既存の教科等の時数の削減を行っている。そこで、次

に、既存の教科等の削減を行った自治体数について集計を行った結果が、以下の表 1 のとおりであ

る。削減教科等は、1 つの教科等とは限らず、複数の教科等を組み合わせて削減する場合もある。 

 

表 1. 小学校英語教育に関する教科等の新設に伴う削減教科等 

削減教科等 国 社 算 理 生 音 図 家 体 外 道 外活 総 特 

自治体数 7 0 0 0 81 16 13 1 12 21 0 37 41 3 

 

最も多くの自治体が削減しているのは、生活科である。これは、小学校英語教育に関する教科等は

生活科を学習する低学年で多く新設されていることが要因として考えられる。また、比較的新しい

教科であることも理由として考えられる。その次に多くの自治体が削減しているのは、総合的な学

習の時間である。外国語活動が実施されている中学年や、外国語科が実施されている高学年におい
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表 1. 小学校英語教育に関する教科等の新設に伴う削減教科等 

削減教科等 国 社 算 理 生 音 図 家 体 外 道 外活 総 特 

自治体数 7 0 0 0 81 16 13 1 12 21 0 37 41 3 

 

最も多くの自治体が削減しているのは、生活科である。これは、小学校英語教育に関する教科等は

生活科を学習する低学年で多く新設されていることが要因として考えられる。また、比較的新しい

教科であることも理由として考えられる。その次に多くの自治体が削減しているのは、総合的な学

習の時間である。外国語活動が実施されている中学年や、外国語科が実施されている高学年におい

て、授業時数を増加させる場合に総合的な学習の時間を削減している例が多いと考えられる。また、

平成 10 年告示の学習指導要領で総合的な学習の時間の中で英語教育が実施されていたことや、総

合的な学習の時間は生活科と同じく比較的新しいことも削減されている要因として考えられる。3

番目と 4 番目に多くの自治体が削減しているのは、外国語活動と外国語科である。これらの自治体

では、学習指導要領上で位置づけられている外国語活動と外国語科を削減し、別の英語教育に関す

る教科等を新設している。その場合、中学年を教科化するためや、小学校 6 年間あるいは小中 9 年

間の一貫した新たな教科等として英語教育を実施するために削減されているものと推察される。5

番目以降の音楽科、図画工作科、体育科に関しては、これらの教科を少しずつ組み合わせて削減し

ている例が多い。また、その組み合わせに、国語科や特別活動などを含む自治体もあり、組み合わ

せのパターンや削減の時間数などについては各自治体によって異なる。 

 

５．独自教材を作成している自治体等の事例 

 続いて、具体的なカリキュラム等についての考察を深めるべく、個別の自治体等が作成している

教材を分析する。本研究では 6 つの事例を取り上げた。各事例の概要は、表 2 の通りである。 

 

表 2. 小学校低学年向けの独自教材を作成している 6 事例の概要 

自治体名等 
新設教科等の

名称 

第 1 学年

の年間 

授業時数 

第 2 学年

の年間 

授業時数 

削減教科等 

(削減時数) 

利用制度

の名称 

低学年向け 

作成教材名 

中・高学年

向け 

作成教材名 

福島県 

郡山市 
英語表現科 10 10 

生活科 

(10 時間) 

教育課程

特例校 

KORIYAMA E 

BOOK 
― 

奈良県 

生駒市 
外国語活動 10 10 ― ― 

READY … 

GO! 
― 

茨城県 

鹿嶋市 
外国語活動 20 20 

生活科 

(20 時間) 

教育課程

特例校 
Let’s do TPR ― 

埼玉県 

さいたま市 

グローバル・

スタディ 
34 35 ― 

教育課程

特例校 
Global Studies 

Global 

Studies 

東京都 

港区 
国際科 68 70 

生活科 

(34/35 時間) 

教育課程

特例校 
Tomorrow Tomorrow 

東京都立 

立川国際 

中等教育学校 

附属小学校 

英語科 136 140 ― 
教育課程

特例校 
Journey 

Rainbow 

(中学年) , 

Bridge 

(高学年) 

 

上記 6 つの事例では、低学年向けの独自教材を作成しているという共通点を持つ事例ではあるも

のの、新設教科等の名称、年間授業時数などは様々であった。既存の教科等の削減は行わず、単に

新設教科等の分の時数を増加させている事例もあったが、教科等の削減を行っている事例では、先
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述の教育課程特例校全体の傾向と同じく生活科を削減していた。また、奈良県生駒市は、教育課程

特例校の制度を使用せずに低学年における英語教育を実施している。 

教材に関しては、大学教授等の監修のもと、教育委員会が全国的な展開をしていると思われる企

業と連携して作成している例が複数見られたことから、本研究で取り上げた事例のような独自教材

が作成されることが増えていく可能性も考えられる。教材の内容については、特に低学年ではそれ

ぞれの地域に限定するような内容はあまりなく、他の地域でも各教材の大部分を参考にできるよう

な内容で構成されている。一方で、福島県郡山市の事例などでは、自治体等のキャラクターを用い

るなど、それぞれの地域の児童の興味関心を高める工夫も見られた。さらに、東京都港区の事例の

ように中学年や高学年向けの教材も作成している場合は、学年が上がると、その地域の紹介など地

域が限定されるテーマを扱っている単元も見られた。本研究で扱った事例のほとんどは冊子型の教

材であるが、茨城県鹿嶋市の「Let’s do TPR」はサッカーチームと共同制作した動画教材であり、東

京都立立川国際中等教育学校附属小学校の教材は電子版として児童に配布されている。また、埼玉

県さいたま市は、冊子型の教材に加えて、低学年向けには指導用の DVD 教材も作成している。 

 

６．おわりに 

 本研究では、教育課程特例校一覧の分析と独自教材を作成している自治体等の事例を通して、小

学校低学年における英語教育に関する取り組みの現状について明らかにすることを試みた。その結

果、授業時数や独自教材の内容の多様性などが明らかとなった。また、地域のキャラクターを用い

ている点などの共通点も見出された。これらの事例だけでは、小学校低学年における英語教育に関

する全体像を全て把握することはできないが、個別の事例を通して具体的な内容等についても明ら

かにすることができた。また、少なくとも教育課程特例校に認定されている自治体だけでも様々な

点で多様性が見られたということは、全国の状況を推論する上でも重要である。さらに、教育課程

特例校を所管していない自治体に範囲を広げると、それらの地域でも小学校低学年の英語教育に関

する何らかの取り組みを行っている自治体も少なくないことが想定される。 

今後の課題としては、第一に、教育課程特例校に限らず小学校全体における低学年の英語教育に

関する実施率などについての調査が挙げられる。第二に、学習するテーマや扱われている表現の比

較など独自教材についてのより詳細な分析である。第三に、独自教材を用いた事例を含む標準以外

の英語教育を実施している学校や授業の分析である。小学校低学年の英語教育については様々な考

えがあり、今後どのように展開されていくかについては不明であるが、本研究が今後の低学年にお

ける英語教育の取り組みについて検討する参考資料となることに期待する。 
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